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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
防
衛
三
文
書
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
一
・
四
五
兆
円
」
の
内
訳
は
、
「
防
衛
力
整
備
計
画
」
（
令
和
四
年
十
二
月
十
六
日
閣
議
決
定
）
に
お
け
る

「
ス
タ
ン
ド
・
オ
フ
防
衛
能
力
」
に
係
る
経
費
約
〇
・
二
兆
円
、
「
統
合
防
空
ミ
サ
イ
ル
防
衛
能
力
」
に
係
る
経
費
約
〇
・

五
兆
円
、
「
機
動
展
開
能
力
・
国
民
保
護
」
に
係
る
経
費
約
〇
・
三
五
兆
円
及
び
「
指
揮
統
制
・
情
報
関
連
機
能
」
に
係
る

経
費
約
〇
・
四
兆
円
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
反
撃
能
力
保
有
解
禁
」
、
「
保
有
が
解
禁
さ
れ
た
反
撃
能
力
」
及
び
「
未
だ
保
有
が
解
禁
さ
れ
て
い
な
い
反

撃
能
力
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
反
撃
能
力

と
し
て
活
用
し
得
る
自
衛
隊
の
能
力
に
つ
い
て
は
、
法
理
上
は
ス
タ
ン
ド
・
オ
フ
防
衛
能
力
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い

も
の
の
、
現
時
点
で
具
体
的
に
想
定
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
令
和
五
年
二
月
二
十
七
日
の
衆
議
院
予
算
委
員

会
に
お
け
る
岸
田
内
閣
総
理
大
臣
の
答
弁
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
上
で
、
政
府
と
し
て
は
、
ス
タ
ン
ド
・
オ
フ
防
衛
能
力

以
外
の
能
力
に
つ
い
て
将
来
に
わ
た
り
反
撃
能
力
に
活
用
し
得
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
現
時
点
に
お
い
て
判
断
し
て
い
る
も



 

２ 

 

の
で
は
な
い
。 


